
第１回 第３回 第４回
山口県レクリエーション講習会 山口県レクリエーション講習会 山口県レクリエーション講習会

○レクリエーション・インストラクター ○レクリエーション・インストラクター ○レクリエーション・インストラクター

資格取得単位認定講習会 資格取得単位認定講習会 資格取得単位認定講習会

○期日　 6月11日(土)・6月12日(日) ○期日　9月17日(土)・9月18日(日) ○期日　11月26日(土)～11月27日(日)

2日間（宿泊も可能） 2日間（宿泊も可能） (1泊2日の講習会）

○会場 パルトピアやまぐち ○会場　パルトピアやまぐち ○会場　パルトピアやまぐち

　　　　（山口市神田町１－８０） 　　　　（山口市（山口市神田町１－８
０））

　　　　（山口市神田町１－８０））

○時間　午前9時半から午後5時まで ○時間　午前9時半から午後5時まで ○時間　午前9時から2日目の午後4時まで

　　　　(2日目の開始時間午前8時45分か
ら）

　　　(2日目の開始時間午前8時45分から） 　(1日目は午後5時以降の講習もあります)

〇内容 ○ 内容 ○ 内容

－理論－ －理論－ －理論－

・レクリエーションの基礎理論 ・レクリエーション事業論 ・レクリエーション事業論

　(レクリエーションの意義） 　(レクリエーション事業論とは） 　(安全管理）

・レクリエーション支援論  （子どもを対象とした事業のつくり方） －実技－

　(高齢者を対象とした事業のつくり方） ・ゲームの指導

－実技－ －実技－ ・ソングの指導

*コミュニケーション・ワーク *目的にあわせたレクリエーション・ワーク ・ダンスの指導

　(ゲーム・ソング・ダンス） （指導案づくり）

*目的にあわせたレクリエーション・ワーク （指導の実際） ☆ 認定審査会11月27日（日）午後１時から

＊対象に併せたレクリエーション・ワーク ・理論審査

（指導案づくり） ・実技審査(ソング・ダンス・ゲーム)

（指導の実際）

申込書はこちら 　

　　　　（山口市（山口市神田町１－８
０））

　　　　(2日目の開始時間午前8時45分から）

2日間（宿泊も可能）

○時間　午前9時半から午後5時30分まで

第２回

－理論－

＊対象に併せたレクリエーション・ワーク

*コミュニケーション・ワーク

山口県レクリエーション講習会
○レクリエーション・インストラクター

○期日　8月20日(土)・8月21日(日)

資格取得単位認定講習会

　　　　　　　　主　　催　　(社）山口県レクリエーション協会　　山口県レクリエーション指導者協議会
　　　　　　　　後　　援　　山口県教育委員会　　山口県民スポーツ総参加運動推進本部
　　　　　　　　趣　　旨　　さまざまな人々に日常的・継続的にレクリエーション活動の場を提供することができるレクリエーション・インストラクター（(財)日本レクリエーション協会公認）を養成する。
　　　　　　　　対象者 　　●市町教育委員会関係者　　　　●保育園、幼稚園、小・中・高等学校教職員　　　●放課後子ども教室や児童クラブ関係者

　　　　　　　　　　　　　   　●レクリエーション･インストラクターの資格取得を目指す者

　　　詳しくは、県レクリエーション協会事務局(山口県教育庁学校安全・体育課内)　電話083-934-5510までお問い合わせください。

○内容

 (レク・インストラクターの役割）

（アイスブレーキングのプログラミング）

*目的にあわせたレクリエーション・ワーク

－実技－

（相互作用の活用方法）

平成23年度　山口県レクリエーション講習会について

※レクリエーション・インストラクターの資格を取得するには、県レクリエーション協会の開催する講習会や市町教育委員会、市町レクリエーション協会、レクリエーション研究会・サークルの開催する
レクリエーション・インストラクター資格取得単位認定講習会や、県レクリエーション協会加盟団体の講習会などで、理論15時間、実技３６時間、現場実習１単位を履修した後、認定審査会で認められ
た者を、(財)日本レクリエーション協会へ申請する。

・レクリエーションの基礎理論

（少子高齢化社会の課題とレクリエーション）

・レクリエーション支援論

○会場 パルトピアやまぐち

レクリエーション・インストラクターの養成講習会

（アクティビティの展開方法）

　　　　　　　　　　　　　　   ●地域・職場・団体の関係指導者　●社会福祉施設や高齢者施設等の職員
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